
 

 

第３ 二類感染症 

 

１ 急性灰白髄炎 

（１）定義 

ポリオウイルス１～３型（ワクチン株を含む）の感染による急性弛緩性麻痺を主症状とす

る急性運動中枢神経感染症である。また、ポリオウイルス１～３型には、地域集団において

継続的に伝播している野生株ポリオウイルス、親株である OPV 株からの VP1 全領域の変異率

が 1-15%のワクチン由来ポリオウイルス（ＶＤＰＶ）及び OPV 株からの VP1 全領域の変異率が

1%未満のワクチン株ウイルスがある。 

 

（２）臨床的特徴 

潜伏期は３～１２日で、発熱（３日間程度）、全身倦怠感、頭痛、吐き気、項部・背部硬直

などの髄膜刺激症状を呈するが、軽症例（不全型）では軽い感冒様症状又は胃腸症状で終わ

ることもある。髄膜炎症状だけで麻痺を来さないもの（非麻痺型）もあるが、重症例（麻痺

型）では発熱に引き続きあるいは一旦解熱し再び発熱した後に、突然四肢の随意筋（多くは

下肢）の弛緩性麻痺が現れる。罹患部位の腱反射は減弱ないし消失し、知覚感覚異常を伴わ

ない。 

 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から急性灰白髄炎が

疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、急性灰白髄炎患者と診断した場合に

は、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、急性灰白髄炎の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の

規定による届出を直ちに行わなければならない。ただしワクチン株による無症状病原体保有

者は届出の対象ではない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、急性灰白髄

炎が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、急性灰白髄炎により死亡したと

判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、急性灰白髄

炎により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 便、直腸ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、髄液 
①ポリオウイルス１～３型の検出は便検体が基本で

あり、発症後できるだけ速やかに、24 時間以上の間

隔をあけて、少なくとも 2 回以上採取し、いずれか

ひとつの便検体からポリオウイルス１～３型が検出

された場合は、直ちに届出を行うこと。 
②直腸ぬぐい液、咽頭ぬぐい液、髄液からポリオウ

イルス１～３型が検出された場合も、検査陽性とし

て、直ちに届出を行うこと。 



 

 

２ 結核 

（１）定義 

結核菌群（Mycobacterium tuberculosis complex、ただし Mycobacterium bovis BCG を除

く）による感染症である。 

（２）臨床的特徴 

感染は主に気道を介した飛沫核感染による。感染源の大半は喀痰塗抹陽性の肺結核患者で

あるが、ときに培養のみ陽性の患者、まれに菌陰性の患者や肺外結核患者が感染源になるこ

ともある。感染後数週間から一生涯にわたり臨床的に発病の可能性があるが、発病するのは

通常 30％程度である。若い患者の場合、発病に先立つ数ヶ月～数年以内に結核患者と接触歴

を有することがある。 

感染後の発病のリスクは感染後間もない時期（とくに 1年以内）に高く、年齢的には乳幼

児期、思春期に高い。また、特定の疾患(糖尿病、慢性腎不全、エイズ、じん肺等)を合併し

ている者、胃切除の既往歴を持つ者、免疫抑制剤（副腎皮質ホルモン剤、TNFα阻害薬等）

治療中の者等においても高くなる。 

多くの場合、最も一般的な侵入門戸である肺の病変として発症する（肺結核）が、肺外臓

器にも起こりうる。肺外罹患臓器として多いのは胸膜、リンパ節、脊椎・その他の骨・関節、

腎・尿路生殖器、中枢神経系、喉頭等であり、全身に播種した場合には粟粒結核となる。 

肺結核の症状は咳、喀痰、微熱が典型的とされており、胸痛、呼吸困難、血痰、全身倦怠

感、食欲不振等を伴うこともあるが、初期には無症状のことも多い。 

 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から結核が疑われ、

かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核患者と診断した場合には、法第１２条

第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

ただし、病原体及び病原体遺伝子の検出検査方法以外による検査方法については、当該

検査所見に加え、問診等により医師が結核患者であると診断するに足る判断がなされる場

合に限り届出を行うものである。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

鑑別を必要とする疾患は、他の原因による肺炎、非結核性抗酸菌症、肺癌、気管支拡張

症、良性腫瘍等である。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の画像検査方法以

外の左欄に掲げる検査方法により、結核の無症状病原体保有者と診断し、かつ、結核医療を

必要とすると認められる場合（潜在性結核感染症）に限り、法第１２条第１項の規定による

届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

５歳未満の者においては、この検査方法で病原体保有の確認ができない場合であっても、

患者の飛沫のかかる範囲での反復、継続した接触等の疫学的状況から感染に高度の蓋然性が

認められる者に限り、届出を行うこと。 

ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、結核の疑似症

患者と診断するに足る高度の蓋然性が認められる場合には、法第１２条第１項の規定による

届出を直ちに行わなければならない。 

疑似症患者の診断に当たっては、集団発生の状況、疫学的関連性なども考慮し判断する。 

エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核が疑わ

れ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核により死亡したと判断した場合には、

法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 



 

 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核により

死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければな

らない。 

 

検査方法 検査材料 

塗抹検査による病原体の検出 

分離・同定による病原体の検出 

核酸増幅法による病原体遺伝子の

検出 

喀痰、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、気管支肺

胞洗浄液、胸水、膿汁・分泌液、尿、便、脳

脊髄液、組織材料 

病理検査における特異的所見の確

認 

病理組織 

ツベルクリン反応検査（発赤、硬

結、水疱、壊死の有無） 
皮膚所見 

リンパ球の菌特異蛋白刺激による

放出インターフェロンγ試験（Ｑ

ＦＴ等） 

血液 

画像検査における所見の確認 胸部エックス線画像、CT 等検査画像 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３ ジフテリア 

（１）定義 

ジフテリア毒素を産生するコリネバクテリウム属の Corynebacterium diphtheriae の感染

による急性感染症である。 

（２）臨床的特徴 

ジフテリア菌が咽頭などの粘膜に感染し、感染部位の粘膜や周辺の軟部組織の障害を引き

起こし、扁桃から咽頭粘膜表面の偽膜性炎症、下顎部から前頚部の著しい浮腫とリンパ節腫

脹(bullneck)などの症状が出現する。重症例では心筋の障害などにより死亡する。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からジフテリアが疑

われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジフテリア患者と診断した場合には、

法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、ジフテリアの無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条第１項の規

定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジフテリア

が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジフテリアにより死亡したと判断

した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

  エ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジフテリア

により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけ

ればならない。 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出、かつ、分離菌におけるジフテリ

ア毒素の確認 

ＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

病変（感染）部位か

らの採取材料 

(※）本感染症は、Corynebacterium diphtheriae によるものであるが、Corynebacterium 
ulcerans 及び Corynebacterium pseudotuberculosis においてもジフテリア毒素を産生す

る株が確認されているので、分離・同定による病原体の検出、病原体の毒素遺伝子の検出

の際に留意が必要である。 
 

 



 

 

４ 重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限

る） 

（１）定義 

ＳＡＲＳコロナウイルスの感染による重症急性呼吸器症候群である。 

（２）臨床的特徴 

多くは２～７日、最大１０日間の潜伏期間の後に、急激な発熱、咳、全身倦怠感、筋肉痛

などのインフルエンザ様の前駆症状が現れる。２～数日間で呼吸困難、乾性咳嗽、低酸素血

症などの下気道症状が現れ、胸部ＣＴ、Ｘ線写真などで肺炎像が出現する。肺炎になった者

の８０～９０％が１週間程度で回復傾向になるが、１０～２０％がＡＲＤＳ（Acute 

Respiratory Distress Syndrome）を起こし、人工呼吸器などを必要とするほど重症となる。

致死率は１０％前後で、高齢者及び基礎疾患のある者での致死率はより高い。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から重症急性呼吸器

症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症急性呼吸器症候群の患

者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

イ 無症状病原体保有者 

医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査

方法により、重症急性呼吸器症候群の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第１２条

第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、重症急性呼吸

器症候群の疑似症患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行

わなければならない。 

エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症急性呼

吸器症候群が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、重症急性呼吸器症候群

により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけ

ればならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右

欄に定めるもののいずれかを用いること。 

オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、重症急性呼

吸器症候群により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ち

に行わなければならない。 

 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 

ＰＣＲ法又はＬＡＭＰ法による病原体の遺伝子の検出 

鼻咽頭拭い液、喀痰、

尿、便 

ＥＬＩＳＡ法又は蛍光抗体法によるＩｇＭ抗体若しく

はＩｇＧ抗体の検出、又は中和試験による抗体の検出 

血清 

 

 



 

 

（４）疑似症患者の判断に必要な事項 

ア 病原体診断又は抗体検査で陰性になった場合でも、患者と臨床的特徴が合致する場合は、

ＳＡＲＳを否定できないため、医師の総合判断により、疑似症患者として取り扱う。 

イ 臨床所見、渡航歴などにより、以下の（ア）又は（イ）に該当し、かつ（ウ）の条件を満

たす場合は、疑似症患者として取り扱う。 

（ア）平成１４年１１月１日以降に、３８℃以上の急な発熱及び咳、呼吸困難などの呼吸器症

状を示して受診した者のうち、次のいずれか１つ以上の条件を満たす者  

① 発症前１０日以内に、ＳＡＲＳが疑われる患者を看護若しくは介護していた者、同居

していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者 

② 発症前１０日以内に、ＳＡＲＳの発生が報告されている地域（ＷＨＯが公表したＳＡ

ＲＳの伝播確認地域）へ旅行した者 

③ 発症前１０日以内に、ＳＡＲＳの発生が報告されている地域（ＷＨＯが公表したＳＡ

ＲＳの伝播確認地域）に居住していた者 

④ ＳＡＲＳコロナウイルス又はＳＡＲＳ患者の臨床検体を取り扱う研究を行っている

研究者、あるいはＳＡＲＳコロナウイルス、又は患者検体を保有する機関の研究者で、

ウイルスへの曝露の可能性がある者 

⑤ ５日以上継続する重症の呼吸器症状及び肺炎で、治療に反応せず、他にこれら症状を

説明できる診断がつかない場合 

（イ）平成１４年１１月１日以降に死亡し、病理解剖が行われていない者のうち、次のいず

れか１つ以上の条件を満たす者  

① 発症前１０日以内に、ＳＡＲＳが疑われる患者を看護若しくは介護していた者、同

居していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者 

② 発症前１０日以内に、ＳＡＲＳの発生が報告されている地域（ＷＨＯが公表したＳ

ＡＲＳの伝播確認地域）へ旅行した者 

③ 発症前１０日以内に、ＳＡＲＳの発生が報告されている地域（ＷＨＯが公表したＳ

ＡＲＳの伝播確認地域）に居住していた者 

④ ＳＡＲＳコロナウイルス又はＳＡＲＳ患者の臨床検体を取り扱う研究を行っていた

研究者、あるいはＳＡＲＳコロナウイルス、又は患者検体を保有する機関の研究者で、

ウイルスへの曝露の可能性があった者 

⑤ ５日以上継続する重症の呼吸器症状及び肺炎で、治療に反応せず、死亡までに、他

にこれら症状を説明できる診断がついていなかった場合 

（ウ）次のいずれかの条件を満たす者 

① 胸部レントゲン写真で肺炎、又は急性呼吸窮迫症候群の所見を示す者 

② 病理解剖所見が肺炎、呼吸窮迫症候群の病理所見として矛盾せず、はっきりとした

原因がない者 

注）他の診断によって症状の説明ができる場合は除外すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５ 鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１） 

（１）定義 

Ａ型インフルエンザウイルス（Ｈ５Ｎ１）のトリからヒトへの感染による急性気道感染

症である。 

（２）臨床的特徴 

潜伏期間は概ね２～８日である。症例の初期症状の多くが、高熱と急性呼吸器症状を主

とするインフルエンザ様疾患の症状を呈する。下気道症状は早期に発現し、呼吸窮迫、頻

呼吸、呼吸時の異常音がよく認められ、臨床的に明らかな肺炎が多く見られる。 

呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ、急性窮迫性

呼吸症候群（ＡＲＤＳ）の臨床症状を呈する。 

死亡例は発症から平均９～１０日（範囲６～３０日）目に発生し、進行性の呼吸不全に

よる死亡が多く見られる。 

（３）届出基準 

ア 患者（確定例） 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者のうち、３８℃以上の発熱及び急性呼吸器症状

のある者を診察した結果、症状や所見から鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が疑われ、かつ、

次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）と診断した場合に

は、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

分離・同定による病原体の検出 

咽頭拭い液、肺胞洗浄

液、剖検材料、鼻腔吸

引液、鼻腔拭い液 

 

イ  無症状病原体保有者 

  医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の表に掲げる検査方法

により、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第

１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

  この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に定めるもののいずれかを用いること。  

検査方法 検査材料 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

分離・同定による病原体の検出 

咽頭拭い液、肺胞洗浄

液、剖検材料、鼻腔吸

引液、鼻腔拭い液 

 

ウ 疑似症患者 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する者のうち、３８℃以上の発熱及び急性呼吸器症状

のある者を診察した結果、症状や所見から鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が疑われ、かつ、

次の表の左欄に掲げる検査方法により、Ｈ５亜型が検出された場合には、法第１２条第１

項の規定による届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 咽頭拭い液、肺胞洗浄

液、剖検材料、鼻腔吸

引液、鼻腔拭い液 



 

 

エ 感染症死亡者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフ

ルエンザ（Ｈ５Ｎ１）が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、鳥インフ

ルエンザ（Ｈ５Ｎ１）により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規定によ

る届出を直ちに行わなければならない。 

この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の

右欄に定めるもののいずれかを用いること。 

検査方法 検査材料 

検体から直接のＰＣＲ法による病原体の遺伝子の検出 

分離・同定による病原体の検出 

咽頭拭い液、肺胞洗浄

液、剖検材料、鼻腔吸

引液、鼻腔拭い液 

 

オ 感染症死亡疑い者の死体 

医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、鳥インフ

ルエンザ（Ｈ５Ｎ１）により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１項の規定によ

る届出を直ちに行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




